
高齢者の住まいの確保について

【取組概要等】
○ サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度については、バリアフリーなどのハード面と高齢者生活支援サービスに係るソフト面において、事業

者が登録基準を満たす住宅を整備するよう、福祉施策と連携し、事業者向け説明会の開催やパンフレット配布などの普及啓発により、事業者の登録を

促進【住宅政策本部】

○ サービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業者に対し、整備費の一部を補助することにより、地域密着型サービス事業所との連携や一般住宅との

併設など、多様なサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進する。また、整備費や家賃等を補助する区市町村への財政支援により、高齢者が適切な費

用負担で入居できる、緊急時対応や安否確認等のサービスも兼ね備えた住宅の供給を促進【住宅政策本部】

○ 地域の介護・医療事業者と適切に連携するサービス付き高齢者向け住宅に対し、併設する介護・医療サービス事業所等の施設整備費の一部を補助す

ることにより、地域の介護・医療の拠点としても機能する住まいの供給を促進【福祉保健局】

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

※東京都住宅マスタープラン（2022（令和４）年３月改定）
政策指標
サービス付き高齢者向け住宅等を2030年度末までに33,000戸整備

⇒ 令和３年度末までの供給実績 23,858戸

【今後の取組】
◆ 引き続き、高齢者や整備事業者のニーズ等を踏まえ、上記の取組の

展開等により、サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進

◆ サービス付き高齢者向け住宅の居住者への安否確認などの生活支援

サービスについて、ＩｏＴなど新技術の活用状況を踏まえながら、

多様な支援への取組を検討

【参考】

出典︓令和３年度国交省予算概要

高齢者が自立して生活できる住生活の実現のイメージ

令和５年度予算案 １，０７２百万円（住宅政策本部所管分）
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住宅セーフティネット制度
【取組概要等】
○ 住宅セーフティネット法の改正（平成29年4月）を受け、住宅確保
要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（都の愛称︓東京ささエール
住宅）の登録制度や、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守
りなどの生活支援を行う「居住支援法人」の指定を開始（令和３年度
末現在 45法人）

○ 住宅確保要配慮者専用住宅の貸主等へ改修費や家賃低廉化等に係る
補助を行う区市町村に対し財政支援を実施。加えて、要配慮者の入居
に伴う貸主等の不安軽減や登録意欲の向上を図るため、都独自の取組
として、専用住宅への登録等を要件とした報奨金制度を実施するなど、
登録促進を強化

《東京都居住支援協議会》
○ 広域自治体として、全国の居住支援協議会の取組事例等の情報提供や活動に対する財政支援
等により、区市町村協議会の設立を促進するとともに、活動費用の補助や、協議会で行う入居
可能な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援（令和3年度末時点26区市で設立）

○ 先進事例等を紹介するセミナーの開催（区市町村向け、不動産関係団体及び居住支援団体向
け）や、パンフレットを作成・配布することによる普及啓発活動を実施

※『東京都住宅マスタープラン』（2022(令和４)年３月改定）の政策指標
専用住宅の登録戸数…2030年度末 3,500戸（R３年度末 642戸）
居住支援協議会を設立した区市町村の人口カバー率･･･2030年度末 95％（R3年度末 75.3％）

【令和５年度の主な施策】
◆ 専用住宅の供給促進に向けて、耐震改修工事や住宅設備改修工事、見守り機器設置等に対する補助メニューを揃え、専用住宅に登録する貸主等を支援
◆ 専用住宅の登録促進と入居者の居住支援の充実を図るため、サブリース物件を新たに専用住宅として登録・運営する居住支援法人等を支援
◆ 区市町村居住支援協議会等への補助を拡充し、協議会設立前の活動へも支援するとともに、地域における連携強化や課題解決に向けた検討等に資する
ワーキングを東京都居住支援協議会に新たに設置

【住宅セーフティネット制度のイメージ（令和４年度）】

令和５年度予算案 ４２８百万円
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